
レクリエーション施設利用券は、１年度内（4月1日～3月31日）の利用回数に制限がありますので、次
のご利用方法をご確認のうえ、ご利用ください。

利用券の使用可能な施設については、「共済事業のあらまし」または共済組合ホームページ（最新情報）
のレクリエーション施設一覧表にてご確認ください。

お問い合わせ先　施設課　☎048-822-3304

組合員及び被扶養者（本組合にて組合員証等が発行されて
いる方）に限る。
※ 現在、被扶養者の方であっても、75歳になり後期高齢者医療
制度へ加入されると被扶養者ではなくなりますので、利用券
は使用できなくなります。

利 用
対 象 者

レクリエーション施設利用券を
ご利用になる組合員の方へ

１施設につき１人１回が利用限度（レジャー施設等）
　ただし、キャンプ場・映画館・日帰り温泉は、指定施設の中から
１年度内１人３回を限度とします。

利 用
限度回数

0000000必要事項を必ずご記入のうえ、利用
施設へお渡しください。記入がないも
のは、施設を利用できない場合があり
ますので、ご注意ください（共済使用欄
を除く。）。

必ず記入してください

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　さて、平成29年1月号に折り込みました「家庭常備薬等の斡旋のご案内」についてですが、掲載内容に誤
りがありましたので下記のとおり訂正させていただきます。また、この度の事務処理につきまして、ご迷惑
をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

家庭常備薬等の斡旋のご案内の掲載内容の訂正について

訂正内容

（誤）　最終締切日　2019年2月28日（火） （正）　最終締切日　2017年2月28日（火）
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